


それでは、議第８２号「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更」につきまして、
ご説明申しあげます。

議案書の２ページから１８ページ、並びに前のスクリーンを用いてご説明申し上
げます。

今回の変更につきましては、買取り申し出による行為制限の解除に伴うものが
１２件、及び生産緑地地区の追加指定による生産緑地地区の変更が１件でございま
す。



議案書の４ページをお開きください。今回変更及び、廃止するのはご覧の
１３地区でございます。

①から⑫の地区につきましては、生産緑地法第１０条の規定に基づく買い
取り申し出がなされ、市並びに他の公共団体等による買い取り、及び農業従
事者への斡旋など必要な手続きを進めてまいりましたが、不調に終わり、同
法第１４条の規定に基づく行為制限が解除されたことにより、変更するもの
でございます。
また、⑬の地区につきましては、土地所有者からの申し出により、茨木市生
産緑地地区追加指定基準に基づき、生産緑地の一部追加指定により、変更す
るものでございます。



議案書の５ページをお開きください。
「西河原二丁目１」につきましては、地区の一部を廃止することにより区域
変更するものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．０３ヘクタール、
黒塗りのところが存続する区域で面積は０．３３ヘクタールであります。



「真砂一丁目２」につきましては、地区の全体を廃止するものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．０９ヘクタールであります。



「中村町１」につきましては、地区の一部を廃止することにより区域変更す
るものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．１２ヘクタール、
黒塗りのところが存続する区域で面積は０．１９ヘクタールであります。



「畑田町８」につきましては、地区の全体を廃止するものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．１２ヘクタールであります。



「上穂積二丁目５」につきましては、地区の全体を廃止するものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．０６ヘクタールであります。



「太田一丁目８」につきましては、地区の全体を廃止するものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．０８ヘクタールであります。



「上野町１」につきましては、地区の一部を廃止することにより区域変更す
るものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．０２ヘクタール、
黒塗りのところが存続する区域で面積は０．１２ヘクタールであります。



「玉島台１」につきましては、地区の一部を廃止することにより区域変更す
るものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．０６ヘクタール、
黒塗りのところが存続する区域で面積は０．１６ヘクタールであります。



「上穂積三丁目３」につきましては、地区の全体を廃止するものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．０５ヘクタールであります。



「真砂一丁目１」につきましては、地区の全体を廃止するものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．１４ヘクタールであります。



「総持寺一丁目１」につきましては、地区の一部を廃止することにより区域
変更するものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．１３ヘクタール、
黒塗りのところが存続する区域で面積は０．５６ヘクタールであります。



「星見町４」につきまして、地区の一部を廃止することにより区域変更する
ものであります。

白塗りのところが廃止する区域で面積は０．１ヘクタール、
黒塗りのところが存続する区域で面積は０．０９ヘクタールであります。



「中穂積三丁目１」につきましては、地区に一部を追加することにより区域
変更するものであります。

緑色のところが追加する区域で面積は０．１７ヘクタール、
黒塗りのところが既存の区域で面積は０．２６ヘクタールであり、変更後の
当地区の面積は０．４３ヘクタールとなります。

以上、今回、地区の廃止が６地区、区域変更が７地区となっておりますので、
本市内の生産緑地地区の地区数は２７３地区、面積は０．８ヘクタール減少
して
５２．６ヘクタールとなります。

なお、本変更案につきましては、都市計画法第１７条の規定に基づき、本
年１０月１７日より１０月３１日までの２週間、都市政策課におきまして都
市計画の案の縦覧を行いましたが、意見書の提出はございませんでした。

以上で議第８２号「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更」についての説
明を終わります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。


